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１
．
申
込
方
法
等

　

⑴
総
務
課
、
各
振
興
局
に
備
え
付
け
の
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
（
写

　
　

真
を
添
付
の
う
え
希
望
す
る
職
種
を
優
先
順
に
記
入
）
し
、
住
所
、
氏
名

　
　

を
書
い
た
官
製
ハ
ガ
キ
を
同
封
し
、
直
接
又
は
郵
送
（
封
筒
の
表
に
「
臨

　
　

時
職
員
希
望
」
と
朱
書
き
）
で
総
務
課
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
（
ハ

　
　

ガ
キ
は
試
験
日
程
等
を
お
知
ら
せ
す
る
も
の
で
す
）
。

　

※
資
格
を
有
す
る
職
種
は
、
資
格
証
明
書
等
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。 

　

 　

             

　

⑵
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
は
、
申
し
込
み
で
き
ま
せ
ん
。

　
　

①
成
年
後
見
人
又
は
被
補
佐
人

　
　

②
禁
錮
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
て
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ

　
　
　

の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
人

　
　

③
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
、
日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に

　
　
　

成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他
の

　
　
　

団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
人  

　
　

④
会
社
、
団
体
で
の
申
し
込
み
は
ご
遠
慮
願
い
ま
す
。

　

⑶
申
込
受
付
期
間

　

・
平
成
18
年
２
月
10
日
㈮
〜
２
月
24
日
㈮

　

・
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
5
時
（
土
曜
日
、
日
曜
日
を
除
く
）
。

　

・
郵
送
の
場
合
は
、
２
月
24
日
ま
で
の
消
印
有
効
で
す
。

 　

 　

               

2
．
採
用
に
つ
い
て

　

⑴
登
録
採
用
試
験
に
つ
い
て

　
　

試
験
内
容　
　

面
接
試
験

　
　

試
験
日　
　

平
成
18
年
３
月
１
日
か
ら
随
時

　

⑵
雇
用
期
間
は
、
最
長
１
年
で
す
。

　

⑶
応
募
多
数
の
場
合
は
、
由
布
市
内
在
住
者
を
優
先
し
ま
す
。     

　

⑷
採
用
の
必
要
が
あ
る
時
に
、
登
録
者
の
中
か
ら
選
考
し
ご
連
絡
を
致
し
ま

　
　

す
。

    

※
登
録
期
間
は
１
年
間
と
し
ま
す
。

3
．
勤
務
条
件
等
に
つ
い
て

　

⑴
賃
金　

業
務
内
容
に
よ
り
、
単
価
が
異
な
り
ま
す
。

　

⑵
勤
務
時
間　

原
則
と
し
て
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
で
す
が
、
職
場

　
　

に
よ
っ
て
は
異
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

⑶
そ
の
他

　

・
交
通
費　

支
給
し
ま
せ
ん
。

　

・
休
日
等　

原
則
と
し
て
、
土
曜
、
日
曜
、
祝
日
が
休
日
と
な
り
ま
す
（
職

　
　

場
に
よ
っ
て
は
、
休
日
が
異
な
り
ま
す
）
。

　

・
休
暇
等　

本
市
の
規
定
に
よ
り
、
年
次
有
給
休
暇
等
が
付
与
さ
れ
ま
す
。

　

・
社
会
保
険
等　

社
会
保
険
、
雇
用
保
険
に
加
入
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

4
．
申
込
・
問
い
合
わ
せ

　

由
布
市
役
所
総
務
課
職
員
係

　

☎
０
９
７
ー
５
８
２
ー
１
１
１
１

　

（
内
線
２
１
０
、
２
１
１
）

　

〒
８
７
９
ー
５
４
９
８

　

由
布
市
庄
内
町
柿
原
３
０
２
番
地

　

※
申
込
用
紙
は
、
挾
間
振
興
局
地
域
振

　

興
課
、
湯
布
院
振
興
局
地
域
振
興
課
に

　

も
置
い
て
い
ま
す
。

由
布
布
臨
時
的
雇
用
職
員
及
び
嘱
託
職
員
の
登
録
受
付
に
つ
い
て

　 職 種 　
事 務 補 助 員 等

レ セ プト 点 検 嘱 託 員

介 護 認 定 調 査 員

保 健 師

看 護 師

　 年 齢 　
18歳～5 5歳

2 0歳～6 0歳

3 0歳～5 5歳

2 2歳～6 0歳

〃

勤 務 地
市 内

湯 布 院

各 庁 舎

〃

〃

　 応 募 条 件 　
業務に必要なパソコン技能取得者等

医療事務資格を有する人

保健師若しくはケアマネージャー、普通自動車免
許取得者　＊3月中旬からの研修に参加できる人

保健師資格を有する人

看護師資格を有する人

　 職 種 　
学 校 図 書 司 書

学 校 校 務 員

幼 稚 園 臨 時 教 諭

幼稚園預かり保育指導員

給 食 調 理 員

事 務 補 助 員

施 設 管 理 員

社 会 教 育 指 導 員

　 年 齢 　
20歳～6 0歳

1 8歳～6 0歳

2 0歳～5 0歳

2 0歳～5 0歳

1 8歳～6 0歳

1 8歳～5 5歳

3 0歳～6 5歳

4 0歳～6 5歳

勤 務 地
市 内

〃

〃

〃

庄 内

市 内

〃

〃

　 応 募 条 件 　
学校図書司書資格を有する人

学校の条件による

幼稚園教諭免許資格を有する人

　〃

学校の条件による

業務に必要なパソコン技能取得者

施設の条件による

業務に必要な技能取得者

　 職 種 　
保 育 士

調 理 員

支 援 員

看 護 師

夜 間 介 助 支 援 員

管 理 宿 直 員

介 護 職 員

介 助 員 （ 昼 間 ）

　〃　（ 昼 夜 交 替 制 ）

夜 間 警 備 員 等

調 理 員

営 農 指 導 員 、補 助 員

上 水 道 管 理

〃

火 葬 場 管 理 人

作 業 員・技 術 補 助 員

　 年 齢 　
20歳～5 5歳

2 0歳～6 0歳

1 8歳～6 0歳

2 2歳～6 0歳

40歳～65歳位

〃

18歳～6 0歳

40歳～65歳位

〃

〃

18歳～6 0歳

4 0歳～6 5歳

1 8歳～6 5歳

〃

40歳～65歳位

〃

勤 務 地
挾 間 、庄 内

挾 間 保 育 所

小松寮（庄内）

〃

〃

〃

寿楽苑（庄内）

〃

〃

〃

各 施 設

市 内

挾間、湯布院

〃

庄内、湯布院

市 内

　 応 募 条 件 　
保育士資格取得者（採用後要健康診断書）

調理師免許取得者（採用後要健康診断書）

施設の条件による

看護師資格を有する人

施設の条件による

　〃

施設の条件による

　〃

　〃

　〃

施設の条件による（採用後要健康診断書）

営農指導経験者等

水道施設管理技師資格取得者等

施設の条件による

ボイラー、危険物取扱等の資格を有する人

施設の条件による

平成18年度 由布市臨時的雇用職員及び嘱託職員の登録受付内容

１．事務職

２．作業職

　

由
布
市
で
は
、
市
の
各
庁
舎
及
び
施
設
に
お
い
て
事
務
補
助
、
作
業
等
を
行
う
臨
時
・
嘱
託
職
員
の
採
用
候
補
者
名
簿
の
登

録
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

こ
の
登
録
は
、
必
要
な
業
務
に
応
じ
て
雇
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
雇
用
を
お
約
束
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

市
長
部
局

教
育
委
員
会
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に
お
い
て
事
務
補
助
、
作
業
等
を
行
う
臨
時
・
嘱
託
職
員
の
採
用
候
補
者
名
簿
の
登

録
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

こ
の
登
録
は
、
必
要
な
業
務
に
応
じ
て
雇
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
雇
用
を
お
約
束
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

市
長
部
局

教
育
委
員
会
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会場は色鮮やかな晴れ着やスーツ姿に身を包
んだ新成人であふれ、笑顔で大人へのスター
トを切りました。

「ねぇ、どれ食べる？」と会話もはずみます。 ズラリと並んだ給食メニュー。人気
ナンバー１は、揚げパンでした。

湯布院地区の新成人者でこの日のために再
結成したバンド「ＳＴＡＮＣＥ」

力
強
く
決
意
を
述
べ
る
雨
宮
さ
ん

「記念写真」「成人証書」を差し上げます「記念写真」「成人証書」を差し上げます
  由布市成人式に出席された新成人者で、記念撮影をされた方は写真が
できています。また、出席できなかった新成人者の方は、成人証書を準
備しています。出身地区の各公民館にそれぞれ用意していますので、３
月31日㈮までにご本人または代理の方でも結構ですので、お受け取りく
ださい（代金は不要です）。

由 布 市 生 涯 学 習 課
湯 布 院 公 民 館
庄 内 公 民 館
挾間公民館〈はさま未来館〉

☎0977 -84 -3111
☎0977 -84 -2604
☎097 -582 -0214
☎097 -583 -1118

問い合わせ

庄
内
花
い
っ
ぱ
い
の

ま
ち
づ
く
り
コ
ン
ク
ー
ル

庄
内
花
い
っ
ぱ
い
の

ま
ち
づ
く
り
コ
ン
ク
ー
ル

由
布
市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
が
冊
子
を
発
行

第11回

人
生
の
終
幕
に
備
え
て「
旅
立
ち
の
置
手
紙
」に
託
そ
う

■一般の部 グランプリ　　小野屋区
準グランプリ　ふれあい塾

■コスモスロード210の部
グランプリ　　長野老人クラブ

市政だより

　由布市選挙管理委員会委員長の甲
斐庄一さん（挾間町筒口）と旧湯布院
町で選挙管理委員会委員をつとめた
佐藤昭八さん（湯布院町川北）が、こ
のほど竹中平蔵総務大臣から感謝状
を贈られました。甲斐さんは昭和
62年から旧挾間町選挙管理委員会
業務を続け今に至り、佐藤さんは
17年間選管委員をつとめました。
国民参政115周年、普選80周年と
婦人参政60周年に当たり、選挙の
管理執行と啓発事務に精励したその
功績がたたえられました。

　坂本利幸さん（挾間町七蔵司）が
平成17年度日本スポーツ少年団顕
彰を表彰されました。坂本さんは由
布市挾間谷・石城スポーツ少年団代
表指導者として、少年スポーツの振
興に貢献。今回、その功績がたたえ
られ、表彰となりました。

総務大臣感謝状

スポーツ少年団の発展へ

首藤市長を挟んで、（右）甲斐さんと
（左）佐藤さん

あ
っ
せ
ん

由
布
市　　　　
の
成
人
式

　

由
布
市
と
し
て
初
め
て
の
成
人
式
が
１
月
９
日
、
は
さ
ま
未
来
館
で
行
わ
れ

ま
し
た
。
今
年
成
人
を
迎
え
た
４
５
５
人
（
男
性
２
４
５
人
、
女
性
２
１
０

人
）
の
う
ち
、
２
８
３
人
が
出
席
。

　

式
で
は
、
首
藤
市
長
が
各
地
区
代
表
の
竹
井
知
子
さ
ん
（
湯
布
院
町
川

南
）
、
麻
生
剛
志
さ
ん
（
庄
内
町
野
畑
）
、
岡
松
由
佳
さ
ん
（
挾
間
町
下
市
）

に
、
成
人
証
書
と
記
念
品
（
図
書
カ
ー
ド
）
を
手
渡
し
た
後
、
「
感
謝
の
気
持

ち
を
忘
れ
ず
、
由
布
市
の
将
来
を
担
う
一
員
と
し
て
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
」
と

式
辞
。
新
成
人
を
代
表
し
て
、
雨
宮
輝
明
さ
ん
（
湯
布
院
町
川
上
）
が
「
皆
が

一
体
と
な
っ
て
、
由
布
市
の
新
し
い
歴
史
を
作
っ
て
い
け
る
よ
う
頑
張
り
た

い
」
と
決
意
の
こ
と
ば
を
述
べ
ま
し
た
。

　

式
後
に
は
、
新
成
人
が
実
行
委
員
会
を
組
織
し
て
企
画
・
運
営
し
た
「
祝
賀

パ
ー
テ
ィ
ー
」
が
挾
間
小
学
校
体
育
館
で
開
か
れ
ま
し
た
。
実
行
委
員
の
要
望

で
用
意
さ
れ
た
の
が
、
中
学
校
時
代
の
給
食
コ
ー
ナ
ー
。
懐
か
し
い
味
に
、
新

成
人
の
皆
さ
ん
は
大
喜
び
。
久
し
ぶ
り
に
会
っ
た
恩
師
や
同
級
生
と
歓
談
し
、

懐
か
し
く
楽
し
い
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
ま
し
た
。

決
意
新
た
に　

大
人
へ
第
一
歩

初初

由
布
市　　　　
の
成
人
式

　

由
布
市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
が
昨
年
10
月
に
、
独
自
の
編
集
委
員
会
で
企
画
、
編
集
し
た
冊
子
「
旅

立
ち
の
置
手
紙
」
を
発
行
。
現
在
、
地
区
会
長
を
通
じ
て
会
員
に
斡
旋
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
冊
子
は
、
万
が
一
の
場
合
に
備
え
て
記
録
し
て
お
く
こ
と
で
、
本
人
の
意
思
が
確
実
に
伝
わ
り
、

ま
た
残
さ
れ
た
者
が
安
心
し
て
そ
の
意
思
に
従
い
対
処
で
き
る
よ
う
編
集
に
配
慮
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
遺
産
相
続
の
指
示
や
自
分
の
終
末
に
つ
い
て
、
高
齢
者
の
方
が
書
き
や
す
い

よ
う
に
各
項
目
別
に
チ
ェ
ッ
ク
方
式
で
記
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
各
地
区
会
長
さ
ん
か
ら
の
反
響

 

● 

私
の
地
区
で
は
会
員
が
死
亡
し
た
場
合
、
弔
辞
を
供
え
ま
す
が
こ
の
冊

子
が
あ
れ
ば
、
弔
辞
執
筆
の
資
料
が
す
べ
て
網
羅
さ
れ
て
い
る
の
で
、
的

を
射
た
弔
辞
を
書
く
こ
と
が
で
き
大
変
便
利
で
す（
湯
布
院
町
の
地
区
会
長
）。

 

● 

自
分
の
介
護
や
認
知
症
に
な
っ
た
場
合
の
対
応
策
と
し
て
、
後
見
人
制
度

の
説
明
、
ま
た
、
争
い
の
種
を
残
さ
な
い
た
め
の
遺
産
相
続
の
指
示
な
ど
が
で
き
る
大
変
便
利
な
冊

子
で
す
（
庄
内
町
の
地
区
会
長
）。

 

● 

こ
の
冊
子
は
、
老
後
の
す
べ
て
を
ま
と
め
て
お
り
便
利
で
す
。
会
員
に
内
容
を
良
く
理
解
し
て
も

ら
っ
て
、
多
く
の
方
に
利
用
し
て
も
ら
い
た
い
（
挾
間
町
の
地
区
会
長
）。

◆
購
入
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

　

由
布
市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
事
務
局
（
☎
０
９
７
ー
５
８
６
ー
２
３
５
０
）

　

花
い
っ
ぱ
い
の
ま
ち
づ
く
り
の
一
環
と
し
て
行
わ

れ
て
い
る
「
庄
内
花
い
っ
ぱ
い
の
ま
ち
づ
く
り
コ
ン

ク
ー
ル
」
の
審
査
が
12
月
６
日
、
庄
内
花
い
っ
ぱ
い

推
進
協
議
会
理
事
会
に
て
行
わ
れ
、
左
記
の
結
果
と

な
り
ま
し
た
。
今
回
は
合
併
等
の
理
由
か
ら
一
般
募

集
は
な
く
、
コ
ス
モ
ス
の
部
の
み
審
査
対
象
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

※
写
真
は
各
部
の
グ
ラ
ン
プ
リ
で
す
。
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おしえて！ 国民年金おしえて！ 国民年金おしえて！ 国民年金

　年金を受けていた方が亡くなられたときは、遺族の方が
「年金受給者死亡届」に、年金証書と死亡の事実を明らかに
できる書類（戸籍抄本や死亡診断書など）を添えてお近くの
社会保険事務所へ提出してください。
　届出が遅れ、亡くなられた月の翌月以降の年金を受け取っ
たときは、その分を後日返していただくことになりますので、早
めに届出を行ってください。
　また、年金は年金を受けていた方が亡くなられた月の分ま
で支払われます。まだ受け取っていない年金があるときは、亡
くなられた方と生計を同じくしていた遺族の方が「未支給年
金」を受けることができます。未支給年金を受けることのでき
る遺族は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。
　詳しくは、ねんきんダイヤル（0570－07－1165）またはお
近くの社会保険事務所、市町村役場国民年金係へお問い
合わせください。

　

確
定
申
告
の
時
期
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。

　

平
成
17
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告
は
、
平
成
18
年
２
月
16
日
㈭
か

ら
始
ま
り
、
申
告
・
納
付
期
限
は
３
月
15
日
㈬
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

所
得
税
は
、
納
税
者
が
自
ら
所
得
金
額
や
税
額
を
正
し
く
計
算
し
て

納
税
す
る
「
申
告
納
税
制
度
」
を
と
っ
て
い
ま
す
の
で
、
期
限
内
に
正

し
い
申
告
と
納
税
を
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。
申
告
期
限
が
間
近
に
な
り

ま
す
と
「
確
定
申
告
セ
ン
タ
ー
（
大
分
商
工
会
議
所
ビ
ル
6
階
）
」
は

大
変
混
雑
し
、
長
時
間
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
申

告
を
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。
確
定
申
告
書
の
提
出
は
郵
送
等
で
も
で
き

ま
す
。

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
http://

w
w
w.

nta.

go.

jp/

）
の
「
確
定
申

告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
は
、
24
時
間
い
つ
で
も
簡
単
に
、
所
得
税
や

消
費
税
（
個
人
事
業
者
）
の
確
定
申
告
書
等
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

次
の
３
ス
テ
ッ
プ
（
①
申
告
デ
ー
タ
の
入
力
②
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
③

税
務
署
に
送
付
）
で
、
確
定
申
告
セ
ン
タ
ー
に
行
か
な
く
て
も
確
定
申

告
が
で
き
、
大
変
便
利
で
す
。

◆
問
い
合
わ
せ　

大
分
税
務
署
（
☎
０
９
７

－

５
３
２

－

４
１
７
１
）

　

大
分
県
で
は
、
平
成
18
年
１
月
16
日
か
ら
地
方
税
電
子
化
協
議
会
が
運
営
す

る
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
法
人
県

民
税
・
事
業
税
の
申
告
受
付
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
県
税
事
務
所
の
窓
口
へ
出
向
い
た
り
、
郵
送
す
る
手

間
が
省
け
、
ま
た
、
複
数
の
都
道
府
県
へ
の
申
告
が
一
度
に
で
き
ま
す
の
で
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
ご
利
用
い
た
だ
く
場
合
は
、
事
前
に
届
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
詳

し
く
は
、
大
分
県
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ　

大
分
県
税
事
務
所
（
☎
０
９
７

－

５
３
２

－

３
８
１
８
）

年金受給者のご家族の皆さまへ

　

国
保
に
加
入
す
る
人
が
保
険
税
を
き
ち
ん
と
納
め
な
い
と
、
支
え
合
い
の
仕

組
み
が
成
り
立
た
な
く
な
り
、
国
保
の
運
営
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、

病
気
や
ケ
ガ
の
治
療
で
か
か
っ
た
医
療
費
を
全
額
支
払
う
こ
と
に
な
り
、
あ
な

た
に
と
っ
て
も
大
き
な
負
担
と
な
り
ま
す
。
保
険
税
の
納
付
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

災
害
な
ど
、
政
令
で
定
め
ら
れ
た
特
別
な
事
情
以
外
で
滞
納
を
続
け
る
と
、

次
の
よ
う
な
国
保
の
滞
納
措
置
が
と
ら
れ
ま
す
。

●
督
促
を
う
け
た
り
、
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
財
産
の
差
し
押
さ
え
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

●
有
効
期
限
の
短
い
短
期
被
保
険
者
証
の
交
付
対
象
と
な
り
ま
す
。

●
納
期
限
よ
り
１
年
以
上
の
滞
納
が
あ
る
場
合
に
、
保
険
証
等
を
返
し
て
い
た

　

だ
き
、
被
保
険
者
資
格
証
明
書
を
交
付
し
ま
す
。

　

こ
の
と
き
、
医
療
機
関
の
窓
口
で
い
っ
た
ん
保
険
診
療
分
の

費
用
全
額
（
10
割
）
を
支
払
い
、
後
日
申
請
に
よ
り
７
割
が
払

い
戻
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
保
険
税
が
完
納
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ

た
と
き
な
ど
は
、
保
険
証
は
再
交
付
さ
れ
ま
す
。

●
保
険
給
付
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
差
し
止
め
ら
れ
ま
す
。

●
保
険
給
付
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
滞
納
保
険
税
に
充
て
さ
せ

　

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

右
記
の
滞
納
措
置
を
行
っ
て
も
、
な
お
滞
納
が
続
い
て
い
る

世
帯
は
、
国
保
の
給
付
（
療
養
費
、
高
額
療
養
費
、
出
産
育
児

一
時
金
、
葬
祭
費
な
ど
）
を
受
け
る
場
合
、
そ
の
費
用
の
一
部

ま
た
は
全
部
を
滞
納
保
険
税
に
充
て
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

 

問
い
合
わ
せ

■
申
告
期
間

　

２
月
16
日
㈭
か
ら
３
月
15
日
㈬
ま
で
の
土
・
日
曜
日
を
除
く
毎
日
。
但
し
、

２
月
19
日
と
２
月
26
日
の
日
曜
日
は
申
告
相
談
を
受
け
ま
す
。

■
受
付
時
間

　

午
前
9
時
〜
午
後
4
時

■
申
告
場
所

　

挾
間
庁
舎
（
挾
間
地
区
）

　

庄
内
庁
舎
（
庄
内
地
区
）

　

湯
布
院
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
（
湯
布
院
地
区
）

※
申
告
期
日
（
３
月
15
日
）
が
迫
り
ま
す
と
会
場
が
混
雑
す
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
ま
す
の
で
、
早
め
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
各
戸
に
配
布
し
ま
し
た
「
平
成
18
年
度
市
県
民
税
申
告
の
お
知

ら
せ
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
・
郵
送
先

　

〒
８
７
９

－

５
４
９
８

　

由
布
市
庄
内
町
柿
原
３
０
２
番
地

　

由
布
市
役
所
庄
内
庁
舎
税
務
課

　

☎
０
９
７

－

５
８
２

－

１
１
１
１

　

内
線
１
４
５
・
１
４
６
・
１
４
７

国
民
健
康
保
険
税　

か
な
ら
ず
納
付
を

理
由
も
な
く
保
険
税
を
滞
納
す
る
と

〜
保
険
税
を
滞
納
す
る
と
み
ん
な
が
、
あ
な
た
が
困
り
ま
す
〜

市
県
民
税
の

　
　

申
告
相
談
が
始
ま
り
ま
す

市
県
民
税
の

　
　

申
告
相
談
が
始
ま
り
ま
す

保険税の納付は
便利で確実な口座振替の利用を！

保険税の納付は
便利で確実な口座振替の利用を！

精神通院医療費公費
負担制度が変わります

　平成18年４月１日から、精神保健福祉法第
32条の「通院医療費公費負担制度」が、障害
者自立支援法に基づく「自立支援医療」へと
移行されることに伴い、すでに支給認定（患
者票の交付）を受けている方は、みなし認定
手続きをとり、新しく「受給者証」の交付を受
ける必要があります。通院先の医療機関また
は市窓口に確認のうえ、みなし認定手続きを
とってください。
◆みなし認定手続きの申請期限
　平成18年３月31日まで
◆主な改正点
　①有効期間を１年とする。
　②自己負担額を原則10％とし、所得の低い
　　方は月あたりの上限額を設定。
◆問い合わせ　市健康増進課（湯布院庁
舎）、市民サービス課（挾間庁舎・庄内庁舎）

保
険
課
国
保
係（
☎
０
９
７
７
ー
８
４
ー
３
１
１
１
内
線
３
６
４
）

大
分
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

法
人
県
民
税
・
事
業
税
の
電
子
申
告
受
付
サ
ー
ビ
ス
が
始
ま
り
ま
す

自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
で
確
定
申
告
書
が
作
成
で
き
ま
す

所
得
税
の
確
定
申
告
書
は
自
分
で
書
い
て
お
早
め
に

平  成
18年度

●
お
詫
び
と
訂
正

　

配
布
し
た
チ
ラ
シ
の
な
か
で
、
湯
布
院
地
区
の
申
告

　

会
場
名
が
「
コ
ミ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
」
と
な
っ
て
い

　

ま
す
が
、
正
し
く
は
「
湯
布
院
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

　

タ
ー
」
で
す
。
訂
正
し
て
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。

市
県
民
税
の
申
告
書
は
自
分
で
書
い
て
、

　
　
　
　
　

郵
送
等
に
よ
っ
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。



市政だより 市政だより

2006.2⑫⑬2006.2

おしえて！ 国民年金おしえて！ 国民年金おしえて！ 国民年金

　年金を受けていた方が亡くなられたときは、遺族の方が
「年金受給者死亡届」に、年金証書と死亡の事実を明らかに
できる書類（戸籍抄本や死亡診断書など）を添えてお近くの
社会保険事務所へ提出してください。
　届出が遅れ、亡くなられた月の翌月以降の年金を受け取っ
たときは、その分を後日返していただくことになりますので、早
めに届出を行ってください。
　また、年金は年金を受けていた方が亡くなられた月の分ま
で支払われます。まだ受け取っていない年金があるときは、亡
くなられた方と生計を同じくしていた遺族の方が「未支給年
金」を受けることができます。未支給年金を受けることのでき
る遺族は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。
　詳しくは、ねんきんダイヤル（0570－07－1165）またはお
近くの社会保険事務所、市町村役場国民年金係へお問い
合わせください。

　

確
定
申
告
の
時
期
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。

　

平
成
17
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告
は
、
平
成
18
年
２
月
16
日
㈭
か

ら
始
ま
り
、
申
告
・
納
付
期
限
は
３
月
15
日
㈬
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

所
得
税
は
、
納
税
者
が
自
ら
所
得
金
額
や
税
額
を
正
し
く
計
算
し
て

納
税
す
る
「
申
告
納
税
制
度
」
を
と
っ
て
い
ま
す
の
で
、
期
限
内
に
正

し
い
申
告
と
納
税
を
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。
申
告
期
限
が
間
近
に
な
り

ま
す
と
「
確
定
申
告
セ
ン
タ
ー
（
大
分
商
工
会
議
所
ビ
ル
6
階
）
」
は

大
変
混
雑
し
、
長
時
間
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
申

告
を
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。
確
定
申
告
書
の
提
出
は
郵
送
等
で
も
で
き

ま
す
。

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
http://

w
w
w.

nta.

go.

jp/

）
の
「
確
定
申

告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
は
、
24
時
間
い
つ
で
も
簡
単
に
、
所
得
税
や

消
費
税
（
個
人
事
業
者
）
の
確
定
申
告
書
等
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

次
の
３
ス
テ
ッ
プ
（
①
申
告
デ
ー
タ
の
入
力
②
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
③

税
務
署
に
送
付
）
で
、
確
定
申
告
セ
ン
タ
ー
に
行
か
な
く
て
も
確
定
申

告
が
で
き
、
大
変
便
利
で
す
。

◆
問
い
合
わ
せ　

大
分
税
務
署
（
☎
０
９
７

－

５
３
２

－

４
１
７
１
）

　

大
分
県
で
は
、
平
成
18
年
１
月
16
日
か
ら
地
方
税
電
子
化
協
議
会
が
運
営
す

る
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
法
人
県

民
税
・
事
業
税
の
申
告
受
付
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
県
税
事
務
所
の
窓
口
へ
出
向
い
た
り
、
郵
送
す
る
手

間
が
省
け
、
ま
た
、
複
数
の
都
道
府
県
へ
の
申
告
が
一
度
に
で
き
ま
す
の
で
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
ご
利
用
い
た
だ
く
場
合
は
、
事
前
に
届
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
詳

し
く
は
、
大
分
県
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ　

大
分
県
税
事
務
所
（
☎
０
９
７

－

５
３
２

－

３
８
１
８
）

年金受給者のご家族の皆さまへ

　

国
保
に
加
入
す
る
人
が
保
険
税
を
き
ち
ん
と
納
め
な
い
と
、
支
え
合
い
の
仕

組
み
が
成
り
立
た
な
く
な
り
、
国
保
の
運
営
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、

病
気
や
ケ
ガ
の
治
療
で
か
か
っ
た
医
療
費
を
全
額
支
払
う
こ
と
に
な
り
、
あ
な

た
に
と
っ
て
も
大
き
な
負
担
と
な
り
ま
す
。
保
険
税
の
納
付
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

災
害
な
ど
、
政
令
で
定
め
ら
れ
た
特
別
な
事
情
以
外
で
滞
納
を
続
け
る
と
、

次
の
よ
う
な
国
保
の
滞
納
措
置
が
と
ら
れ
ま
す
。

●
督
促
を
う
け
た
り
、
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
財
産
の
差
し
押
さ
え
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

●
有
効
期
限
の
短
い
短
期
被
保
険
者
証
の
交
付
対
象
と
な
り
ま
す
。

●
納
期
限
よ
り
１
年
以
上
の
滞
納
が
あ
る
場
合
に
、
保
険
証
等
を
返
し
て
い
た

　

だ
き
、
被
保
険
者
資
格
証
明
書
を
交
付
し
ま
す
。

　

こ
の
と
き
、
医
療
機
関
の
窓
口
で
い
っ
た
ん
保
険
診
療
分
の

費
用
全
額
（
10
割
）
を
支
払
い
、
後
日
申
請
に
よ
り
７
割
が
払

い
戻
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
保
険
税
が
完
納
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ

た
と
き
な
ど
は
、
保
険
証
は
再
交
付
さ
れ
ま
す
。

●
保
険
給
付
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
差
し
止
め
ら
れ
ま
す
。

●
保
険
給
付
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
滞
納
保
険
税
に
充
て
さ
せ

　

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

右
記
の
滞
納
措
置
を
行
っ
て
も
、
な
お
滞
納
が
続
い
て
い
る

世
帯
は
、
国
保
の
給
付
（
療
養
費
、
高
額
療
養
費
、
出
産
育
児

一
時
金
、
葬
祭
費
な
ど
）
を
受
け
る
場
合
、
そ
の
費
用
の
一
部

ま
た
は
全
部
を
滞
納
保
険
税
に
充
て
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

 

問
い
合
わ
せ

■
申
告
期
間

　

２
月
16
日
㈭
か
ら
３
月
15
日
㈬
ま
で
の
土
・
日
曜
日
を
除
く
毎
日
。
但
し
、

２
月
19
日
と
２
月
26
日
の
日
曜
日
は
申
告
相
談
を
受
け
ま
す
。

■
受
付
時
間

　

午
前
9
時
〜
午
後
4
時

■
申
告
場
所

　

挾
間
庁
舎
（
挾
間
地
区
）

　

庄
内
庁
舎
（
庄
内
地
区
）

　

湯
布
院
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
（
湯
布
院
地
区
）

※
申
告
期
日
（
３
月
15
日
）
が
迫
り
ま
す
と
会
場
が
混
雑
す
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
ま
す
の
で
、
早
め
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
各
戸
に
配
布
し
ま
し
た
「
平
成
18
年
度
市
県
民
税
申
告
の
お
知

ら
せ
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
・
郵
送
先

　

〒
８
７
９

－

５
４
９
８

　

由
布
市
庄
内
町
柿
原
３
０
２
番
地

　

由
布
市
役
所
庄
内
庁
舎
税
務
課

　

☎
０
９
７

－

５
８
２

－

１
１
１
１

　

内
線
１
４
５
・
１
４
６
・
１
４
７

国
民
健
康
保
険
税　

か
な
ら
ず
納
付
を

理
由
も
な
く
保
険
税
を
滞
納
す
る
と

〜
保
険
税
を
滞
納
す
る
と
み
ん
な
が
、
あ
な
た
が
困
り
ま
す
〜

市
県
民
税
の

　
　

申
告
相
談
が
始
ま
り
ま
す

市
県
民
税
の

　
　

申
告
相
談
が
始
ま
り
ま
す

保険税の納付は
便利で確実な口座振替の利用を！

保険税の納付は
便利で確実な口座振替の利用を！

精神通院医療費公費
負担制度が変わります

　平成18年４月１日から、精神保健福祉法第
32条の「通院医療費公費負担制度」が、障害
者自立支援法に基づく「自立支援医療」へと
移行されることに伴い、すでに支給認定（患
者票の交付）を受けている方は、みなし認定
手続きをとり、新しく「受給者証」の交付を受
ける必要があります。通院先の医療機関また
は市窓口に確認のうえ、みなし認定手続きを
とってください。
◆みなし認定手続きの申請期限
　平成18年３月31日まで
◆主な改正点
　①有効期間を１年とする。
　②自己負担額を原則10％とし、所得の低い
　　方は月あたりの上限額を設定。
◆問い合わせ　市健康増進課（湯布院庁
舎）、市民サービス課（挾間庁舎・庄内庁舎）

保
険
課
国
保
係（
☎
０
９
７
７
ー
８
４
ー
３
１
１
１
内
線
３
６
４
）

大
分
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

法
人
県
民
税
・
事
業
税
の
電
子
申
告
受
付
サ
ー
ビ
ス
が
始
ま
り
ま
す

自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
で
確
定
申
告
書
が
作
成
で
き
ま
す

所
得
税
の
確
定
申
告
書
は
自
分
で
書
い
て
お
早
め
に

平  成
18年度

●
お
詫
び
と
訂
正

　

配
布
し
た
チ
ラ
シ
の
な
か
で
、
湯
布
院
地
区
の
申
告

　

会
場
名
が
「
コ
ミ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
」
と
な
っ
て
い

　

ま
す
が
、
正
し
く
は
「
湯
布
院
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

　

タ
ー
」
で
す
。
訂
正
し
て
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。

市
県
民
税
の
申
告
書
は
自
分
で
書
い
て
、

　
　
　
　
　

郵
送
等
に
よ
っ
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。



市政だより 市政だより

2006.2⑭⑮2006.2

農
業
委
員
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧

　

平
成
18
年
１
月
１
日
現
在
の
農

業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
を
縦

覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
縦
覧
期
間

　

２
月
23
日
〜
３
月
９
日（
毎
日
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

●
縦
覧
場
所

　

由
布
市
役
所
挾
間
庁
舎
地
域
振

興
課
、庄
内
庁
舎
総
務
課
、湯
布
院

庁
舎
地
域
振
興
課

定
時
登
録
に
伴
う

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧

　

平
成
18
年
３
月
２
日
現
在
の
選

挙
人
名
簿
を
縦
覧
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。 

●
縦
覧
期
間

　

３
月
３
日
〜
７
日（
毎
日
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

●
縦
覧
場
所

　

由
布
市
役
所
挾
間
庁
舎
地
域
振

興
課
、庄
内
庁
舎
総
務
課
、湯
布
院

庁
舎
地
域
振
興
課

ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険加

入
に
つ
い
て

　

ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
は
、
ス
ポ

ー
ツ
・
文
化
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・

地
域
・
指
導
活
動
な
ど
を
行
う
５

人
以
上
の
ア
マ
チ
ュ
ア
の
団
体
や

グ
ル
ー
プ
を
対
象
に
し
た
保
険
で

す
。グ
ル
ー
プ
が
安
心
し
て
楽
し

い
活
動
が
で
き
る
よ
う
に
み
ん
な

で
加
入
を
し
ま
し
ょ
う
。

●
受
付
期
間

　

平
成
18
年
３
月
１
日
〜
平
成
19

　

年
３
月
30
日

●
保
険
期
間

　

平
成
18
年
４
月
１
日
〜
平
成
19

　

年
３
月
31
日

●
加
入
依
頼
書
設
置
場
所

　

市
体
育
振
興
課
、
湯
布
院
公
民

　

館
、庄
内
公
民
館
、挾
間
公
民
館

●
問
い
合
わ
せ

　

市
体
育
振
興
課（
☎
０
９
７
７
ー

　

８
４
ー
３
１
１
１
）

未
来
館
ま
つ
り

　

華
や
か
な
ス
テ
ー
ジ
発
表
、
芸

術
作
品
の
展
示
、
楽
し
い
体
験
コ

ー
ナ
ー
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。

ロ
ビ
ー
の
お
抹
茶
、
食
堂
「
未
来

亭
」
で
の
食
事
も
絶
品
で
す
。ま
た
、

図
書
館
ま
つ
り
は
３
月
11
日
、
12

日
の
両
日
開
催
で
す
。挾
間
出
身

の
童
話
作
家「
後
藤
楢
根
」の
世
界

へ
ど
う
ぞ
。

●
日
時

　

３
月
12
日
㈰
午
前
９
時
30
分

●
場
所

　

は
さ
ま
未
来
館

●
問
い
合
わ
せ

　

挾
間
公
民
館（
☎
０
９
７
ー
５
８

　

３
ー
１
１
１
８
）

自
動
車
税
は
４
月
１
日
現
在
の

登
録
名
義
人
に
課
税
さ
れ
ま
す

　

車
を
他
人
に
譲
り
渡
し
た
場
合

や
、車
を
解
体
し
た
り
、車
検
の
有

効
期
限
が
切
れ
て
使
用
し
な
い
場

合
は
、
３
月
31
日
㈮
ま
で
に
大
分

運
輸
支
局
（
大
分
市
大
洲
浜
１
丁

目
、☎
０
９
７
ー
５
５
８
ー
２
１
１

７
）
で
移
転
や
抹
消
の
登
録
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
名
義
人
が
住
所
変
更
し

た
場
合
は
、
大
分
県
税
事
務
所
自

動
車
税
管
理
室
（
電
話
連
絡
ま
た

は
、
大
分
県
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
電
子
申
請
も
で
き
ま
す
）
と
運

輸
支
局
に
変
更
の
届
け
を
し
て
く

だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

　

大
分
県
税
事
務
所
自
動
車
税
管

　

理
室
（
大
分
市
大
津
町
３
ー
４
ー

　

13
、☎
０
９
７
ー
５
５
２
ー
１
１

　

２
１
）

寄
付
の
お
礼

　

昨
年
12
月
、
東
京
都
世
田

谷
区
に
お
住
ま
い
の
舟
橋
朋

子
さ
ん（
由
布
市
出
身
）か
ら

市
へ
百
万
円
の
寄
付
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、み
ら
い
信
金
同
友
会

向
原
支
部
（
田
村
孝
正
常
任

幹
事
・
高
野
桂
吾
向
原
支
店

長
）
か
ら
７
２
，
６
５
１
円
の

寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

物
品（
委
託
）な
ど
の
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
は
３
月
15
日
ま
で
に

　

平
成
18
年
度
に
、
由
布
市
が
発
注
す
る

各
種
委
託
業
務
、物
品
の
買
入
れ
、製
造
の

請
負
（
工
事
を
除
く
）、 

そ
の
他
の
契
約
に

係
る
競
争
入
札（
見
積
も
り
）に
参
加
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
申
請
書
の
受
付
を
次
の

と
お
り
行
い
ま
す
。

●
受
付
期
間

　

２
月
１
日
㈬
〜
３
月
15
日
㈬
、

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　
（
土
、日
、祝
日
を
除
く
）

●
受
付
場
所

　

市
契
約
管
理
課（
挾
間
庁
舎
）

●
提
出
方
法　

持
参（
郵
送
不
可
）

※
申
請
書
の
様
式
は
契
約
管
理
課
に
置
い

　

て
い
ま
す
。

建
設
工
事
な
ど
の
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
は
２
月
28
日
ま
で
に 

　

平
成
18
年
度
に
、
由
布
市
が
発
注
す
る

建
設
工
事
、測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

業
務
の
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
受

付
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

●
受
付
期
間

　

２
月
１
日
㈬
〜
２
月
28
日
㈫
、

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　
（
土
、日
を
除
く
）

●
受
付
場
所

　

市
契
約
管
理
課（
挾
間
庁
舎
）

●
提
出
方
法

　

持
参
又
は
郵
送（
２
月
28
日
必
着
）

問い合わせ

契
約
管
理
課

☎
０
９
７
ー
５
８
３
ー
１
１
１
１

（
内
線
１
３
２
４
）

みんなが安心して暮らすまちづくりへ
平成18年4月から「障害者自立支援法」による制度が始まります
　障害者（児）がその能力や適性に応じ、自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、
必要な支援を行う「障害者自立支援法」が施行されます。この法律は、障害の種類(身体障害・
知的障害・精神障害)にかかわらず、共通のサービスを提供するものです。また、サービス費用を
みんなで支え合い、働きたい人を支援し、身近な地域でサービスを利用できる仕組みを目的とし
ています。

■介護給付：障害程度が一定以上の人に生活上、または療養上の必要な介護を行います
●療養介護・居宅介護（ホームヘルプ）・重度訪問介護・生活援護・生活介護・児童デイサービス
●短期入所（ショートステイ）・重度障害者等包括支援・共同生活介護（ケアホーム）・施設入所者支援

【サービスの仕組み】

■訓練等給付：身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。
　●自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助（グループホーム）

自 立 支 援 医 療
障害の種類や年齢により決められていた医療費（更生医療、育成医療、精神通院医療）のしくみが一本化され、「自立
支援医療費」となります。指定の医療機関で医療負担を受けた場合、どの障害の人も医療費の１割が原則として自己
負担となります。ただし、所得等に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。

補装具の購入や修理にかかる費用の原則１割を自己負担、９割を市などが負担します。
※所得に応じた自己負担の上限額を設定します。

市が障害者を総合的に支援する体制をつくり、さまざまな事業を行います。
■相談支援事業・コミュニケーション支援（手話通訳など）・日常生活用具の給付・移動支援事業など

生活保護 0円・自己負担なし
１5,000円
24,600円
37,200円

区　　分 対　　象　　と　　な　　る　　人 上限額（月額）

低所得１
低所得2
一　　般

生活保護世帯の人
市民税非課税世帯で、障害者または障害児の保護者の収入が年間80万円以下
市民税非課税世帯で、低所得１に該当しない人
市民税課税世帯

障害福祉サービス

補装具費の支給

地域生活支援事業

サービスにかかる費用

◆同じ世帯に障害者福祉サービスを利用する人が複数いる場合などでも、合算した額がこの上限額を超えた分は高額障害福祉サ          
　ービス費が支給され、負担が重くならないように配慮されています。
◆資産が一定以下の人は、個別の減免や社会福祉法人の利用者負担の軽減があります。
◆施設でサービスを利用する場合は食費や高熱水費などは全額自己負担です。　※ただし、、施設入所者で生活保護、低所得１、低
　所得２の人は、申請により補足給付が支給され、負担が軽減されます。
※現在、支援費による障害福祉サービス、公費負担医療の支給を受けている方には申請書類などを郵送します。
※その他、詳しいお問い合せは市健康福祉事務所福祉対策課（☎0977-84-3111内線312）まで。

サービスを利用したら、費用の１割を支払います。ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎ
ないようになっています。残りの９割は市が負担するしくみです。

利
用
者
負
担
の
上
限
額

みんなが安心して暮らすまちづくりへみんなが安心して暮らすまちづくりへ

（平成18年10月から）



市政だより 市政だより

2006.2⑭⑮2006.2

農
業
委
員
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧

　

平
成
18
年
１
月
１
日
現
在
の
農

業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
を
縦

覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
縦
覧
期
間

　

２
月
23
日
〜
３
月
９
日（
毎
日
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

●
縦
覧
場
所

　

由
布
市
役
所
挾
間
庁
舎
地
域
振

興
課
、庄
内
庁
舎
総
務
課
、湯
布
院

庁
舎
地
域
振
興
課

定
時
登
録
に
伴
う

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧

　

平
成
18
年
３
月
２
日
現
在
の
選

挙
人
名
簿
を
縦
覧
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。 

●
縦
覧
期
間

　

３
月
３
日
〜
７
日（
毎
日
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

●
縦
覧
場
所

　

由
布
市
役
所
挾
間
庁
舎
地
域
振

興
課
、庄
内
庁
舎
総
務
課
、湯
布
院

庁
舎
地
域
振
興
課

ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険加

入
に
つ
い
て

　

ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
は
、
ス
ポ

ー
ツ
・
文
化
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・

地
域
・
指
導
活
動
な
ど
を
行
う
５

人
以
上
の
ア
マ
チ
ュ
ア
の
団
体
や

グ
ル
ー
プ
を
対
象
に
し
た
保
険
で

す
。グ
ル
ー
プ
が
安
心
し
て
楽
し

い
活
動
が
で
き
る
よ
う
に
み
ん
な

で
加
入
を
し
ま
し
ょ
う
。

●
受
付
期
間

　

平
成
18
年
３
月
１
日
〜
平
成
19

　

年
３
月
30
日

●
保
険
期
間

　

平
成
18
年
４
月
１
日
〜
平
成
19

　

年
３
月
31
日

●
加
入
依
頼
書
設
置
場
所

　

市
体
育
振
興
課
、
湯
布
院
公
民

　

館
、庄
内
公
民
館
、挾
間
公
民
館

●
問
い
合
わ
せ

　

市
体
育
振
興
課（
☎
０
９
７
７
ー

　

８
４
ー
３
１
１
１
）

未
来
館
ま
つ
り

　

華
や
か
な
ス
テ
ー
ジ
発
表
、
芸

術
作
品
の
展
示
、
楽
し
い
体
験
コ

ー
ナ
ー
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。

ロ
ビ
ー
の
お
抹
茶
、
食
堂
「
未
来

亭
」
で
の
食
事
も
絶
品
で
す
。ま
た
、

図
書
館
ま
つ
り
は
３
月
11
日
、
12

日
の
両
日
開
催
で
す
。挾
間
出
身

の
童
話
作
家「
後
藤
楢
根
」の
世
界

へ
ど
う
ぞ
。

●
日
時

　

３
月
12
日
㈰
午
前
９
時
30
分

●
場
所

　

は
さ
ま
未
来
館

●
問
い
合
わ
せ

　

挾
間
公
民
館（
☎
０
９
７
ー
５
８

　

３
ー
１
１
１
８
）

自
動
車
税
は
４
月
１
日
現
在
の

登
録
名
義
人
に
課
税
さ
れ
ま
す

　

車
を
他
人
に
譲
り
渡
し
た
場
合

や
、車
を
解
体
し
た
り
、車
検
の
有

効
期
限
が
切
れ
て
使
用
し
な
い
場

合
は
、
３
月
31
日
㈮
ま
で
に
大
分

運
輸
支
局
（
大
分
市
大
洲
浜
１
丁

目
、☎
０
９
７
ー
５
５
８
ー
２
１
１

７
）
で
移
転
や
抹
消
の
登
録
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
名
義
人
が
住
所
変
更
し

た
場
合
は
、
大
分
県
税
事
務
所
自

動
車
税
管
理
室
（
電
話
連
絡
ま
た

は
、
大
分
県
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
電
子
申
請
も
で
き
ま
す
）
と
運

輸
支
局
に
変
更
の
届
け
を
し
て
く

だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

　

大
分
県
税
事
務
所
自
動
車
税
管

　

理
室
（
大
分
市
大
津
町
３
ー
４
ー

　

13
、☎
０
９
７
ー
５
５
２
ー
１
１

　

２
１
）

寄
付
の
お
礼

　

昨
年
12
月
、
東
京
都
世
田

谷
区
に
お
住
ま
い
の
舟
橋
朋

子
さ
ん（
由
布
市
出
身
）か
ら

市
へ
百
万
円
の
寄
付
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、み
ら
い
信
金
同
友
会

向
原
支
部
（
田
村
孝
正
常
任

幹
事
・
高
野
桂
吾
向
原
支
店

長
）
か
ら
７
２
，
６
５
１
円
の

寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

物
品（
委
託
）な
ど
の
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
は
３
月
15
日
ま
で
に

　

平
成
18
年
度
に
、
由
布
市
が
発
注
す
る

各
種
委
託
業
務
、物
品
の
買
入
れ
、製
造
の

請
負
（
工
事
を
除
く
）、 

そ
の
他
の
契
約
に

係
る
競
争
入
札（
見
積
も
り
）に
参
加
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
申
請
書
の
受
付
を
次
の

と
お
り
行
い
ま
す
。

●
受
付
期
間

　

２
月
１
日
㈬
〜
３
月
15
日
㈬
、

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　
（
土
、日
、祝
日
を
除
く
）

●
受
付
場
所

　

市
契
約
管
理
課（
挾
間
庁
舎
）

●
提
出
方
法　

持
参（
郵
送
不
可
）

※
申
請
書
の
様
式
は
契
約
管
理
課
に
置
い

　

て
い
ま
す
。

建
設
工
事
な
ど
の
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
は
２
月
28
日
ま
で
に 

　

平
成
18
年
度
に
、
由
布
市
が
発
注
す
る

建
設
工
事
、測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

業
務
の
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
受

付
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

●
受
付
期
間

　

２
月
１
日
㈬
〜
２
月
28
日
㈫
、

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　
（
土
、日
を
除
く
）

●
受
付
場
所

　

市
契
約
管
理
課（
挾
間
庁
舎
）

●
提
出
方
法

　

持
参
又
は
郵
送（
２
月
28
日
必
着
）

問い合わせ

契
約
管
理
課

☎
０
９
７
ー
５
８
３
ー
１
１
１
１

（
内
線
１
３
２
４
）

みんなが安心して暮らすまちづくりへ
平成18年4月から「障害者自立支援法」による制度が始まります
　障害者（児）がその能力や適性に応じ、自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、
必要な支援を行う「障害者自立支援法」が施行されます。この法律は、障害の種類(身体障害・
知的障害・精神障害)にかかわらず、共通のサービスを提供するものです。また、サービス費用を
みんなで支え合い、働きたい人を支援し、身近な地域でサービスを利用できる仕組みを目的とし
ています。

■介護給付：障害程度が一定以上の人に生活上、または療養上の必要な介護を行います
●療養介護・居宅介護（ホームヘルプ）・重度訪問介護・生活援護・生活介護・児童デイサービス
●短期入所（ショートステイ）・重度障害者等包括支援・共同生活介護（ケアホーム）・施設入所者支援

【サービスの仕組み】

■訓練等給付：身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。
　●自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助（グループホーム）

自 立 支 援 医 療
障害の種類や年齢により決められていた医療費（更生医療、育成医療、精神通院医療）のしくみが一本化され、「自立
支援医療費」となります。指定の医療機関で医療負担を受けた場合、どの障害の人も医療費の１割が原則として自己
負担となります。ただし、所得等に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。

補装具の購入や修理にかかる費用の原則１割を自己負担、９割を市などが負担します。
※所得に応じた自己負担の上限額を設定します。

市が障害者を総合的に支援する体制をつくり、さまざまな事業を行います。
■相談支援事業・コミュニケーション支援（手話通訳など）・日常生活用具の給付・移動支援事業など

生活保護 0円・自己負担なし
１5,000円
24,600円
37,200円

区　　分 対　　象　　と　　な　　る　　人 上限額（月額）

低所得１
低所得2
一　　般

生活保護世帯の人
市民税非課税世帯で、障害者または障害児の保護者の収入が年間80万円以下
市民税非課税世帯で、低所得１に該当しない人
市民税課税世帯

障害福祉サービス

補装具費の支給

地域生活支援事業

サービスにかかる費用

◆同じ世帯に障害者福祉サービスを利用する人が複数いる場合などでも、合算した額がこの上限額を超えた分は高額障害福祉サ          
　ービス費が支給され、負担が重くならないように配慮されています。
◆資産が一定以下の人は、個別の減免や社会福祉法人の利用者負担の軽減があります。
◆施設でサービスを利用する場合は食費や高熱水費などは全額自己負担です。　※ただし、、施設入所者で生活保護、低所得１、低
　所得２の人は、申請により補足給付が支給され、負担が軽減されます。
※現在、支援費による障害福祉サービス、公費負担医療の支給を受けている方には申請書類などを郵送します。
※その他、詳しいお問い合せは市健康福祉事務所福祉対策課（☎0977-84-3111内線312）まで。

サービスを利用したら、費用の１割を支払います。ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎ
ないようになっています。残りの９割は市が負担するしくみです。

利
用
者
負
担
の
上
限
額

みんなが安心して暮らすまちづくりへみんなが安心して暮らすまちづくりへ

（平成18年10月から）







休
日
在
宅
当
番
医

●内科・外科医
　2／11 ごとう医院（挾間）
　2／12 佐藤医院（庄内）
　2／19 南由布クリニック（湯布院）
　2／26 さとう消化器・大腸肛門クリニック（挾間）
　3／ 5 新こどもクリニック（挾間）
　3／12 森整形外科医院（挾間）
　3／19 岩男病院（湯布院）
　3／21 ごとう医院（挾間）

097-540-7800
097-582-3131
0977-85-5245
097-583-8050
097-583-8277
097-583-3077
0977-84-3101
097-540-7800

●歯科医
　2／12 田代歯科医院（湯布院）
　3／12 小原歯科医院（挾間）

0977-85-3322
097-583-3877

　

み
な
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
市
長
で
す
。

　
「
岬
！
が
ん
ば
れ
ェ
」「
み
さ
き
ぃ
ー
、前
を
抜

け
！
」。

　

１
月
15
日
、
春
を
呼
ぶ
都
道
府
県
女
子
駅
伝

大
会
が
京
都
で
開
催
さ
れ
、
我
が
由
布
市
か
ら

湯
布
院
中
学
２
年
生
加
藤
岬
さ
ん
が
出
場
し
ま

し
た
。私
も
応
援
に
駆
け
つ
け
ま
し
た
が
、ご
家

族
を
は
じ
め
中
学
の
同
級
生
や
ご
両
親
の
友
達
、

近
所
の
方
な
ど
40
人
が『
ゆ
ふ
い
ん
』の
の
ぼ
り

を
降
っ
て
の
大
応
援
で
す
。彼
女
が
一
番
苦
し

い
と
こ
ろ
で
応
援
し
よ
う
と
京
都
御
所
の
南
端

に
陣
取
り
、
彼
女
が
走
っ
て
く
る
の
を
今
を
遅

し
と
待
ち
ま
し
た
。

　

先
導
の
白
バ
イ
に
続
い
て
選
手
が
や
っ
て
来

ま
し
た
。最
初
は
私
も
順
位
を
数
え
て
い
た
の

で
す
が
５
〜
６
人
が
団
子
に
な
っ
て
や
て
き
た

り
、
岬
選
手
の
こ
と
ば
か
り
が
気
に
な
っ
て
順

位
も
何
も
分
か
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。ど
れ
く

ら
い
の
選
手
が
走
っ
て
行
っ
た
か
、
や
っ
と
ゼ

ッ
ケ
ン
44
の
岬
選
手
が
見
え
ま
し
た
。と
て
も

元
気
が
よ
く
、
今
に
も
前
を
抜
き
そ
う
な
勢
い

で
す
。「
ガ
ン
バ
レ
ー
！
」
私
も
大
き
な
声
で
力

い
っ
ぱ
い
応
援
を
致
し
ま
し
た
。21
位
か
ら
15

位
へ
と
6
人
抜
い
て
の
大
活
躍
で
し
た
。

　

会
場
で
お
会
い

し
た
京
都
大
分
県

人
会
会
長
の
衛
藤

正
利
さ
ん
か
ら
、

後
日
、
お
手
紙
と

Ｎ
Ｈ
Ｋ「
風
の
ハ

ル
カ
」
ヒ
ロ
イ
ン

村
川
絵
梨
さ
ん
の
、

京
都
新
聞
に
載
っ

た
観
戦
記
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　
『
た
す
き
を
渡
す
瞬
間
の
選
手
の
顔
に
み
な
ぎ

る
緊
張
感
。ラ
イ
バ
ル
と
の
戦
い
に
挑
み
続
け
る

た
く
ま
し
さ
が
感
じ
ら
れ
、
レ
ー
ス
観
戦
中
に
何

度
も
心
を
動
か
さ
れ
ま
し
た
。ー
中
略
ー「
風
の
ハ

ル
カ
」
は
大
分
・
湯
布
院
に
育
っ
た
主
人
公
ハ
ル

カ
が「
人
に
夢
や
幸
せ
を
贈
り
た
い
」と
旅
を
プ
ロ

デ
ュ
ー
ス
す
る
仕
事
に
つ
き
、
自
分
ら
し
い
行
き

方
を
探
す
物
語
で
す
。一
年
近
く
撮
影
で
ハ
ル
カ

に
な
っ
て
い
る
せ
い
か
、
や
っ
ぱ
り
大
分
チ
ー
ム

が
気
に
な
り
ま
し
た
』と
。

　

春
を
呼
ぶ
と
言
え
ば
先
日
、
湯
布
院
の
槐
木
地

区
で
古
く
か
ら
伝
わ
る
伝
統
行
事「
武
者
祭
り
」が

行
わ
れ
ま
し
た
。地
元
神
社
で
神
事
の
後
お
神
酒

を
い
た
だ
き
、鬼
と
書
い
た
的
に
向
か
い
、厄
よ
け

や
五
穀
豊
饒
を
祈
り
、氏
子
の
方
、荒
木
の
方
や
参

加
者
が
矢
を
射
ま
す
。見
事
に
命
中
し
て
、後
は
公

民
館
で
の
懇
親
会
、
皆
さ
ん
の
温
か
い
お
も
て
な

し
に
私
も
楽
し
く
い
た
だ
き
ま
し
た
。

2006.2⑱⑲2006.2

市政だより

　自動車を運転中、横から出てきた自動車に
進路を譲ってあげると、相手の車がお礼の意
味で、ハザードランプを数秒間点滅するケー
スが結構あります。それ以外でも狭い路地で
対向車に道を譲ってあげると、「ピッ」と短い
間隔のクラクションを鳴らされたり、またドラ
イバーが軽く手を挙げ、頭を下げる場合もあ
ります。もちろんこれもお礼の意味です。しか
し、中には「俺様が先に通って当然！」とばか
り、何くわぬ顔で走り抜ける車もありますが
…。
◆ドライバーのマナーは、ハンドルを握る中
で自然と身に付き、また身体で覚えていく場
合がほとんどです。車の運転は交通事故を起
こした場合に言われる「業務上」となるわけ
で、業務上のマナー、エチケットと言えるかも
しれません。ハンドルを握る以上、交通事故
を起こさぬよう、集中して業務に励みたいで
すね。

　由布市初の成人式は、旧３町合同となった
ため、会場にはスーツや晴れ着姿の若者たち
であふれていました。その成人者たちが喜ん
だのが、中学時代の給食メニューが再現され
た祝賀パーティー。成人者のリクエストで用
意されたのはカレーや巻き寿司、たこ焼き、
スナックごぼうなど約２０種類。懐かしい献
立がズラリと並び、「超うれしぃ～！」とみん
な笑顔でした。栄養士さんにお話を聞くと、
「中学時代は牛乳を残す生徒が多かったの
に、今日は用意した分がすべてなくなったんで
すよ」と驚かれていました。ビン入り牛乳の味
も懐かしかったのかもしれませんね。
　私が思い出す給食メニューは、揚げパン、
鯨の竜田揚げ、牛乳に入れるミルメークなど。
あ～っ、なんだかとても食べたくなってきまし
た。

キ★ラ★リ★編★集キ★ラ★リ★編★集

（こ）

（ゆ）

今月の税今月の税
●国民健康保険税
　　庄内・挾間（9期分）
　　湯布院（11期分）
●入湯税
　　2月期分（1月分）　

納期限
平成18年2月28日㈫

こんにち
は

こんにち
は

市
長
です
No.

2
文
・
首
藤 

奉
文

に
が
きみ

き

ま
と

ご
こ
く
ほ
う
じ
ょ
う



休
日
在
宅
当
番
医

●内科・外科医
　2／11 ごとう医院（挾間）
　2／12 佐藤医院（庄内）
　2／19 南由布クリニック（湯布院）
　2／26 さとう消化器・大腸肛門クリニック（挾間）
　3／ 5 新こどもクリニック（挾間）
　3／12 森整形外科医院（挾間）
　3／19 岩男病院（湯布院）
　3／21 ごとう医院（挾間）

097-540-7800
097-582-3131
0977-85-5245
097-583-8050
097-583-8277
097-583-3077
0977-84-3101
097-540-7800

●歯科医
　2／12 田代歯科医院（湯布院）
　3／12 小原歯科医院（挾間）

0977-85-3322
097-583-3877

　

み
な
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
市
長
で
す
。

　
「
岬
！
が
ん
ば
れ
ェ
」「
み
さ
き
ぃ
ー
、前
を
抜

け
！
」。

　

１
月
15
日
、
春
を
呼
ぶ
都
道
府
県
女
子
駅
伝

大
会
が
京
都
で
開
催
さ
れ
、
我
が
由
布
市
か
ら

湯
布
院
中
学
２
年
生
加
藤
岬
さ
ん
が
出
場
し
ま

し
た
。私
も
応
援
に
駆
け
つ
け
ま
し
た
が
、ご
家

族
を
は
じ
め
中
学
の
同
級
生
や
ご
両
親
の
友
達
、

近
所
の
方
な
ど
40
人
が『
ゆ
ふ
い
ん
』の
の
ぼ
り

を
降
っ
て
の
大
応
援
で
す
。彼
女
が
一
番
苦
し

い
と
こ
ろ
で
応
援
し
よ
う
と
京
都
御
所
の
南
端

に
陣
取
り
、
彼
女
が
走
っ
て
く
る
の
を
今
を
遅

し
と
待
ち
ま
し
た
。

　

先
導
の
白
バ
イ
に
続
い
て
選
手
が
や
っ
て
来

ま
し
た
。最
初
は
私
も
順
位
を
数
え
て
い
た
の

で
す
が
５
〜
６
人
が
団
子
に
な
っ
て
や
て
き
た

り
、
岬
選
手
の
こ
と
ば
か
り
が
気
に
な
っ
て
順

位
も
何
も
分
か
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。ど
れ
く

ら
い
の
選
手
が
走
っ
て
行
っ
た
か
、
や
っ
と
ゼ

ッ
ケ
ン
44
の
岬
選
手
が
見
え
ま
し
た
。と
て
も

元
気
が
よ
く
、
今
に
も
前
を
抜
き
そ
う
な
勢
い

で
す
。「
ガ
ン
バ
レ
ー
！
」
私
も
大
き
な
声
で
力

い
っ
ぱ
い
応
援
を
致
し
ま
し
た
。21
位
か
ら
15

位
へ
と
6
人
抜
い
て
の
大
活
躍
で
し
た
。

　

会
場
で
お
会
い

し
た
京
都
大
分
県

人
会
会
長
の
衛
藤

正
利
さ
ん
か
ら
、

後
日
、
お
手
紙
と

Ｎ
Ｈ
Ｋ「
風
の
ハ

ル
カ
」
ヒ
ロ
イ
ン

村
川
絵
梨
さ
ん
の
、

京
都
新
聞
に
載
っ

た
観
戦
記
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　
『
た
す
き
を
渡
す
瞬
間
の
選
手
の
顔
に
み
な
ぎ

る
緊
張
感
。ラ
イ
バ
ル
と
の
戦
い
に
挑
み
続
け
る

た
く
ま
し
さ
が
感
じ
ら
れ
、
レ
ー
ス
観
戦
中
に
何

度
も
心
を
動
か
さ
れ
ま
し
た
。ー
中
略
ー「
風
の
ハ

ル
カ
」
は
大
分
・
湯
布
院
に
育
っ
た
主
人
公
ハ
ル

カ
が「
人
に
夢
や
幸
せ
を
贈
り
た
い
」と
旅
を
プ
ロ

デ
ュ
ー
ス
す
る
仕
事
に
つ
き
、
自
分
ら
し
い
行
き

方
を
探
す
物
語
で
す
。一
年
近
く
撮
影
で
ハ
ル
カ

に
な
っ
て
い
る
せ
い
か
、
や
っ
ぱ
り
大
分
チ
ー
ム

が
気
に
な
り
ま
し
た
』と
。

　

春
を
呼
ぶ
と
言
え
ば
先
日
、
湯
布
院
の
槐
木
地

区
で
古
く
か
ら
伝
わ
る
伝
統
行
事「
武
者
祭
り
」が

行
わ
れ
ま
し
た
。地
元
神
社
で
神
事
の
後
お
神
酒

を
い
た
だ
き
、鬼
と
書
い
た
的
に
向
か
い
、厄
よ
け

や
五
穀
豊
饒
を
祈
り
、氏
子
の
方
、荒
木
の
方
や
参

加
者
が
矢
を
射
ま
す
。見
事
に
命
中
し
て
、後
は
公

民
館
で
の
懇
親
会
、
皆
さ
ん
の
温
か
い
お
も
て
な

し
に
私
も
楽
し
く
い
た
だ
き
ま
し
た
。

2006.2⑱⑲2006.2

市政だより

　自動車を運転中、横から出てきた自動車に
進路を譲ってあげると、相手の車がお礼の意
味で、ハザードランプを数秒間点滅するケー
スが結構あります。それ以外でも狭い路地で
対向車に道を譲ってあげると、「ピッ」と短い
間隔のクラクションを鳴らされたり、またドラ
イバーが軽く手を挙げ、頭を下げる場合もあ
ります。もちろんこれもお礼の意味です。しか
し、中には「俺様が先に通って当然！」とばか
り、何くわぬ顔で走り抜ける車もありますが
…。
◆ドライバーのマナーは、ハンドルを握る中
で自然と身に付き、また身体で覚えていく場
合がほとんどです。車の運転は交通事故を起
こした場合に言われる「業務上」となるわけ
で、業務上のマナー、エチケットと言えるかも
しれません。ハンドルを握る以上、交通事故
を起こさぬよう、集中して業務に励みたいで
すね。

　由布市初の成人式は、旧３町合同となった
ため、会場にはスーツや晴れ着姿の若者たち
であふれていました。その成人者たちが喜ん
だのが、中学時代の給食メニューが再現され
た祝賀パーティー。成人者のリクエストで用
意されたのはカレーや巻き寿司、たこ焼き、
スナックごぼうなど約２０種類。懐かしい献
立がズラリと並び、「超うれしぃ～！」とみん
な笑顔でした。栄養士さんにお話を聞くと、
「中学時代は牛乳を残す生徒が多かったの
に、今日は用意した分がすべてなくなったんで
すよ」と驚かれていました。ビン入り牛乳の味
も懐かしかったのかもしれませんね。
　私が思い出す給食メニューは、揚げパン、
鯨の竜田揚げ、牛乳に入れるミルメークなど。
あ～っ、なんだかとても食べたくなってきまし
た。

キ★ラ★リ★編★集キ★ラ★リ★編★集

（こ）

（ゆ）

今月の税今月の税
●国民健康保険税
　　庄内・挾間（9期分）
　　湯布院（11期分）
●入湯税
　　2月期分（1月分）　

納期限
平成18年2月28日㈫
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奉
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ま
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ご
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じ
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う




